
【第16国市老連事業改革部最終報告】   市老連事業改革部
v/ヘノ｀～

※ 令和4年  1/28(金 )役員会=9:00～ 10:00    理事会=10:00～      尾西庁舎5F

l)市老連今後の予定 2/25(金 )=研修旅行(車中理事会)3/25(金 )市長感謝状贈呈式 研修会

2)市高年福祉課事前打ち合わせ=連区意見に対する回答について(11月 )=18件

3)令和4年度市高年福祉課との協議事項について

①補助金交付増額要求=第3条 100円 /人    現状=72円 /人  28円 UP

②市高年福祉課提出書類の廃止及び簡素化  補助金要綱見直し(参考=市民支援制度書式)

③補助金交付要綱=第2条 補助金対象30人以上 補助対象会員数の見直し解散=8クラブ▽250名

④娯楽大会委託費増額要求    会員募集=会員=20%  非会員=80%

※娯楽委託費(98千 円)=将棋 囲碁 高齢者演芸発表会

※1/15(土 )高齢者演芸発表会 出演者=/組 (募集30組 )

lθ

4)令和4年度事業改革部及び専門部活動について

市老連負担 (110千円)計 =208千 円

会員募集チラシ 入会申し込み書
V

5)令和4年度市老連事業改革部担当変更について
〈m)

令和4年度～事業改革部長=服部日出男副会長 (大和連区)が担当します。

6)令和3年度意見交換会まとめ (池戸事業改革部長 令和3年度で市老連理事を退任します。)

①意見交換会日程=令和2年2/1～ 令和3年 11/13 (22連 区 単位クラブ395)=参加者775名

②会員減少の歯止めについて 23,584名 (▽ 2,793)単 位クラブ=395(▽ 35) 【達成出来ず】

③市高年福祉課 市老連への意見 提案事項について→ 31件 回答=理事会にて報告

④市高年福祉課提出書類=4種類廃上 高年福祉課・市老連年間提出書類スケジュール表配布

⑤情報交換=22連区事業報告   ※市高年福祉課との打ち合わせ開催 11/1～ 11/25

⑥市老連規約改訂=会長選出 交通費支給 理事バッチ 事業名変更等

7)令和4年度会長選出選考委員会について

令和3年 12/17(金 )11:30～ 12:00    選考委員会=鵜飼 池戸 服部 杉山 浅野

選考委員会推薦候補者 (令和4年4/1～任期2年 )

令和4年度市老連会長に、平子昌三氏を推薦します。 理事会 (1/28)=拍手で承認

①会員募集活動の継続(会員減少の歯止め)

②市老連協力店募集活動

③魅力ある事業の検討及び専門部の活性化

教養部 事業改革部 体育部 女性部
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※具体的活動計画の作成

※P/T発 足 活動計画の作成

※専門部会を開催して検討する。

※令和4年度専門部活動計画を会重L掲戴



令和3年 12月 28日

一 宮 市 老 人 クラブ連 合 会 副 会 長

池 戸  清 様

一 宮市 高年福祉 課長

老人 クラブ活動に関するご質問について (回 答 )

平素は、福祉行政各般にわた り、格別なるご協力を賜 り厚 くお礼申 し上

げます。

先般池戸様 よ りいただきま した老人クラブ活動に関す るご質問について、

下記のとお り回答をさせていただきます。

記

≪質 問 ≫補 助 金 関係 書 類 の受 け取 り方 法 につ い て

現 在 、 補 助 金 関係 の提 出書類 を紙 で受 け取 つ て い るが 、 パ ソ コ

ンで入 力 した い。 提 出書 類 のデ ー タ は一 宮 市 役 所 の ウェブ サ イ ト

ヘ 掲 載 す るか 、 直接 受 け取 る こ とが 可 能 か。

≪回答 ≫

補 助 金 関係 の提 出書 類 のデ ー タ に つ い て は 、一 宮 市 の ウェブ サ

イ トヘ 掲 載 します。 完 了報 告 に 関す るデ ー タ につ い て は 、令 和 4

年 1月 下 旬 に掲 載 させ て い た だ く予 定 です 。 完 了報 告 以 外 の デ ー

タ につ い て は 、 準備 で き次 第 、 掲 載 します 。

お 問 い 合 わ せ 先

一 宮 市 役 所 高 年 福 祉 課 在 宅 福 祉 グ ル ー プ

担 当  笠 井

電 話  28-9021(直 通 )

⌒

⌒
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令 和 3年 12月 24日

一 宮 市 老 人 クラブ連 合 会 副 会 長

池 戸  清 様

一宮市 高年福祉 課長

老人 クラブ活動 に関す る ご質 問 につ い て (回 答 )

平素は、福祉行政各般 にわた り、格別なるご協力を賜 り厚 くお礼申し上

げます。

先般、年度中間報告でいただきま した老人クラブ活動に関す るご質問に

ついて、下記のとお り回答をさせていただきます。

言コ
ロし

≪質 問① ≫年 度 中間報 告 の対象 ク ラブ につ い て

令 和 2年 度 の 完 了報 告 書 及 び領 収 書 を完 璧 な状 態 で提 出 し、 電

話 で の確 認 や 補 助 金 の 返 還 が な か っ た に もか か わ らず 、 中 間報 告

を義 務 付 け られ て い るの は納 得 が い か ない。 前 年 度 問題 が あ っ た

ク ラブ の み に して は ど うか。

≪回答 ① ≫

令 和 3年 度 は新型 コ ロナ ウイ ル ス の感 染 拡 大 に よ り、 ク ラブ活

動 を行 え て い な い ク ラブ が 多 い との 申 し出 か ら、年 度 中間報 告 を

行 い ま した が 、 来笠上 塑∪生の 実並 劇写韓定 です 。

来 年 度 、年 度 中間報 告 を実施 す る場 合 は 、各 単位 老 人 ク ラブ長

や 会 計 担 当者 を変 更 して い る ク ラブ が 多 い こ とか ら、今 年 度 と同

様 、 全 ク ラブ に依 頼 す る こ とを検 討 して い ます 。

≪質 問② ≫年度 中間報告 の時間 につ いて

クラブ毎 に時 間を決 めて ほ しい。 各 単位 老人 クラブが高年福祉
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課 へ 電 話 を して 予 約 す る 形 に し て は ど うか 。

≪回 答 ② ≫

各 単位 老 人 ク ラブ.と の 時 間調 整 は 困難 で あ る た め 、各 連 区老 人

ク ラブ連 合 会 で の 時 間調 整 をお 願 い します 。

≪質問③ ≫年 度 中間報告 の開催 時期 について

領収書 の良 じ悪 しは年度 当初 の段 階 で教 えてほ しい。

≪回 答③ ≫

領 収 書 につ い て は 、 老 人 ク ラブ補 助 金 事 務 の 手 引 き を配 布 して

お ります の で 、 そ ち らで ご確 認 くだ さい。 老 人 ク ラブ補 助 金 事 務

の 手 引 き で も ご不 明 な場 合 は、 高 年 福 祉 課 ま で ご連 絡 くだ さい。

≪質問④ ≫補助対象期 間 について

前年度 3月 分の領収書も補助対象 として認めることはできないか。

≪回答④ ≫

老人クラブの補助金は年度毎に交付 しているため、前年度 3月 分につい

ては補助対象にす ることができませんc4月 1日 か ら翌年 3月 31日 まで

の 日付の ものでお願いいた します。

≪質問⑤ ≫慶 弔費について

香典等 を補助対象経費 として認 め ることはで きないか。

≪回答 ⑤ ≫

香 典 等 の慶 弔費 につ い て は 、老 人 ク ラ ブの活 動 (補 助 対 象 事 業 )

を伴 わ な い た め 、補 助 対 象 に は な りませ ん。

≪質 問⑥ ≫記念 品や お礼等 と しての物 品の配付 につ いて

会員へ のお 礼や プ レゼ ン トを補助 対象 とす る こ とは で きないか。

⌒
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≪回答 ⑥ ≫

会 員 へ の お 礼 や プ レゼ ン トは個 人 の利 益 とな るた め 、補 助 対 象

に な りませ ん。 た だ し、友 愛訪 間 の 慰 問 品 (金 券 は不 可 )や ス ポ

ー ツ大 会 の賞 状 (賞 品 は不 可 )の み 例 外 的 に補 助 対 象 とな ります。

≪質 問⑦ ≫会員所有 の車 両 を使 用 した場合 につ いて

ガ ソ リン代や 車両借 用 のお礼 を補助 対象経費 と して認 め る こと

はで きないか。

≪回 答⑦ ≫

自家 用 車 を利 用 した 場 合 の ガ ソ リン代 は 、 ク ラブ活 動 分 と私 的

利 用 分 の 区別 が つ き に くい た め 、 補 助 対 象 に な りませ ん。 車 両借

用 の お 礼 につ い て も、 同様 です 。

≪質 問③ ≫友 愛 訪 間 の慰 問 品 に つ い て

友 愛 訪 間 の慰 問 品 (300円 )は 会 員 か ら不 評 で あ るた め 、 各

連 区 老 人 ク ラブ連 合 会 か らの資 金 を上 乗せ して 、 よ り良 い慰 問 品

を配 布 す る こ とは可 能 か。

≪回 答③ ≫

友 愛 訪 間 は 市 の委 託 事 業 で あ り、委 託 金 額 は 市 の予 算 の範 囲 内

で 定 めた額 と して い るた め 、訪 問対 象 者 1人 当た り 300円 と し

て い ます 。 ま た 、友 愛 訪 間 の 目的 は 、 対象 者 宅 を慰 間 、 激 励 し、

孤 独 感 及 び 疎 外 感 を な く し、高 齢 者 相 互 のふ れ あ い を高 め 、か つ 、

生 きが い を与 え る こ と と と もに虚 弱 な 高齢 者 を把 握 す る こ と と し

て い ます 。

そ の た め、 友 愛 訪 間 の 目的 は 「慰 問 品 を配 布 す る こ と」 で は な

く、 あ くま で 「慰 間 、激 励 」 で あ り、慰 問 品 は 対 象 者 宅 を慰 問 し

や す くす るた め の もの で あ るた め 、資 金 を上 乗 せ して慰 問 品 を購

入 す る こ とは で きませ ん。
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≪質 問⑨ ≫三世代交流 について

三世代 交流 は新型 コロナ ウイル スに よ り開催 が難 しい。 三世代

交流 の年齢条件 の変 更や シエアだ けの交流 |こ はで きないか。

≪回答⑨ ≫

三世代交 流事 業は あ くまで三世代 の交流 を 目的 と した事業 であ

るた め、現時点 で年齢 条 件の変更や シエアだ けの交流 とす る予 定

|ま あ りませ ん。

《質 問⑩ ≫女性 部会 につ いて

市老連 や連 区老連 の女性部会 をな くす こと |ま で きないか。

≪回答⑩ ≫

一官市老人 クラブ連合会事務 局にお伝 え します .

≪質 問① ≫老 人 ク ラ ブ の名 称 |こ つ い て

現 在 の 60代 は若 く、 老 人 とい う名 称 は現 状 に即 して い な い。

猛 称 を変 更 す る こ とは で き だ い か。

⌒

⌒

≪回答 ① ≫

「老 人 ク ラブ 」や

め た名 称 につ い て は 、

で き ませ ん。

「老 人 クラブ事 業 運 営 費 補 助 金二 等 の市 で 定

老 人 石社 法 等 の言見定 |こ よ り変 更 す る こ とが

《質 問⑫ ≫年 度 活 動 実 績 (中 間報 告 書 )で の 報 告 |こ つ い て

活 動 した 月 |こ Oを 記 入 す るだ け で あれ ば虚 偽 の報 告 が で きて し

ま うた め、 虚 偽 の報 告 が で きな い よ うにな らな い か。

≪回 答⑫ ≫

す べ て の活 動 の写 真 等 を添 付 す る こ とは 困難 で あ り、領 収 書 が

発 生 しな い活 動 もあ るた め 、現 時 点 で 年 度活 動 実績 を変 更 す る予
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定 は あ り ま せ ん 。

≪質 問⑬ ≫年 度 活 動 実 績 (中 間 報 告 書 )の 用 紙 サ イ ズ につ い て

A3用 紙 で は コ ピー しづ らい た め 、 A4用 紙 にす るか 、 A3用

紙 で もA4用 紙 2枚 に分 け て印 刷 可 能 にで き な い か。

≪回答 ⑬ ≫

文 字 や 記 入 欄 は小 さ くな りま す が 、 A4用 紙 にす る こ とは 可 能

です 。 今 後 、 A3用 紙 よ りもA4用 紙 で の提 出 を希 望 す る意 見 が

多 くあ っ た場 合 は、 A4用 紙 に変 更 させ て い た だ きます 。

≪質 問⑭ ≫老 人 ク ラブ補 助 金 事 務 の 手 引 きにつ い て

例 と して掲 載 され て い る領 収 書 につ い て 、 江 南 市 の店 舗 が発 行

した領 収 書 が掲 載 され て い る。 一 宮 市 の店 舗 が発 行 した領 収 書 に

変 更 で きな い か。

≪回答⑭ ≫

令和 4年 度 か ら変更 します。

≪質 問⑮ ≫補助 金の 申請 について

すべ ての老人 クラブが補助金 を申請す る形 ではな く、補助金 を

必 要 とす る老人 クラブが 自主的 に申請す る形 に変更で きないか。

≪回答 ⑮ ≫

現 在 、補 助 金 の 申請 につ い て は 、 高年福 祉 課 か ら一 宮 市 老 人 ク

ラブ 連 合 会 を経 由 してす べ て の ク ラブ ヘ 関係 書 類 をお 渡 し して い

ます が 、す べ て の ク ラブ が 申請 す る必 要 は な い た め 、補 助 金 が 必

要 な ク ブ か らの で お 願 い します 。 9ゞ oり

ま た 、 連 合 会 を 経 由 せ ず に ク ラ ブ が 自主 的 に 高 年 福 祉 課 窓 ロヘ  ヽ
|

申 請 す る よ うに した 場 合 、 高 年 福 祉 課 窓 口 で の 約 400ク ラ ブ 分

の 受 付 は 困 難 と な り ま す の で 、 現 行 の ま ま で お 願 い し ま す 。
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≪質 問⑬ ≫補助 金額 につ いて

会員数 が多い老人 クラブ と少 ない老人 クラブで補助金額 に大 き

な差 がない。 会員数 が多い老人 クラブの補助金 は増 や し、少 ない

老 人 クラブは減 らせ ないか。

≪回 答⑩ 》

老 人 ク ラブ補 助 金 は事 業 費補 助 と育 成 費 補 助 を合 算 して補 助 し

て い ます。 育 成 費 補 助 は 会員 数 50人 以 上 の場 合 は 1人 当 た り 1

80円 、 50人 未 満 の場 合 は 100円 と して会 員 数 に応 じて差 を

設 け て い ます 。

ま た 、 ク ラブ を維 持 して い くた め に は 、活 動 内容 や 会 員 数 に 関

係 な くあ る程 度 の経 費 が必 要 で あ る と も考 え て い ます 。

した が い ま して 、現 状 の算 定根 拠 にお い て も差 が設 け られ て い

る こ とや 、 必 要 最 低 経 費 が か か る との 考 えか ら現 行 の ま ま と考 え

て い ます 。

≪質 問① ≫補助 金返還 につ いて

老 人 クラブ補助金 はなぜ返還 が必要 なのか。

≪回 答 ① ≫

一 宮 市 の 老 人 ク ラブ 補 助 金 交 付 要 綱 に沿 っ て補 助 金 を交 付 して

お り、補 助 対 象 事 業 に か か る費 用 と して 交 付 して い るた め です 。

補 助 対 象 事 業 に か か る費 用 が補 助 金 額 に満 た な い場 合 や 、補 助 対

象 で は な い事 業 に使 用 した場 合 は返 還 が 必 要 です 。

お 問 い 合 わ せ 先

一 宮 市 役 所 高 年 福 祉 課 在 宅 福 祉 グ ル ー プ

担 当  高 田 ・ 笠 井

電 話  28-9021(直 通 )

⌒
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